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自転車事故で高額賠償を命じられた判決例
賠　償　額 判　　　　決 内　　　　　　　　　　　容

約９５００万円 神戸地裁（平成 25 年） 小学５年生の男児が散歩中の女性と衝突。障害が残るけがを負わせる。

約９３００万円 東京地裁（平成 20 年） 男子高校生が歩道から車道を斜め横断し、男性と衝突。障害が残るけ
がを負わせる。

約６８００万円 東京地裁（平成 15 年） 男性がペットボトルを片手に交差点に進入し、横断中の女性と衝突。
死亡させる。

約５４００万円 東京地裁（平成 19 年） 男性が信号無視して交差点に進入し、横断中の女性と衝突。死亡させる。

約５０００万円 横浜地裁（平成 17 年） 女子高校生が夜間、無灯火で女性と衝突。障害が残るけがを負わせる。

�信号無視

法第 7 条違反

赤・黄信号無視や、赤信号
点滅時の一時不停止等の行
為

１ �歩行者用道路での車
両の義務（徐行）違反

法第 9 条違反

自転車の通行が認められて
いる歩行者用道路を通行す
る際に、歩行者に注意しな
かったり、徐行しなかった
りする行為

３�通行禁止違反

法第 8 条第 1 項違反

歩行者用道路など、道路標
識で自転車の通行が禁止さ
れている道路や場所を通行
する行為

２ �通行区分違反

法第 17 条第 1・4・6 項違反

車道と歩道等が区別されて
いる道路で、歩道を通行し
たり、道路（車道）の右側を
通行する行為
※通行可能な歩道を通行する
場合を除く

４

�路側帯での通行方法
違反

法第 17 条の 2 第 2 項違反

左側の路側帯で、歩行者の
通行を妨げるような速度と
方法で通行する行為

５ �遮断踏切立ち入り

法第 33 条第 2 項違反

遮断機が閉じていたり、閉
じようとしていて警報器が
鳴っているときに踏切に入
る行為

６ �交差点安全進行義務
違反等

法第 36 条違反

信号のない交差点で、左方
から進行してくる車両や、
優先道路を通行する車両の
進行を妨害したり、交差点
に入るときに安全な方法・速
度で進行しないなどの行為

７ �交差点優先車妨害等

法第 37 条違反

交差点で右折するときに、
その交差点で直進や左折を
しようとする車両等の進行
を妨害する行為

８

�環状交差点通行車妨
害等

法第 37 条の 2 違反

環状交差点で、交差点内を
通行する車両等の通行を妨
害したり、進入時に徐行し
ないなどの行為

９ �一時不停止

法第 43 条違反

交差点に一時停止標識が設
置されている場合に、 標識
を無視して、交差点に進入
したり、交差道路の車両の
進行を妨害したりする行為

10 �歩道での通行方法違
反

法第 63 条の 4 第 2 項違反

通行可能な歩道の通行時
に、 車道寄りの部分を徐行
しなかったり、 歩行者の通
行を妨害しそうなのに一時
停止しなかったりするなど
の行為

11 �制動装置不備自転車
運転

法第 63 条の 9 第 1 項違反

ブレーキ装置がなかった
り、ブレーキの性能が不良
な自転車で走行する行為

12

�酒酔い運転

法第 65 条第 1 項違反

飲酒をして、運転（操縦）能
力を欠く状態で運転する行
為

13 �安全運転義務違反

法第 70 条違反

ハンドルやブレーキ等を確
実に操作せず、また、他人
に危害を及ぼすような速度
や方法で運転する行為
※ながら携帯での事故を含む
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「自転車運転者講習」 受講義務の対象となる危険行為の概要
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自転車に乗りながらの…

誰
で
も
事
故
の
加
害
者
に

　
自
転
車
は
事
故
の
被
害
者
に

な
る
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
乗
り
物

で
す
が
、
乗
り
方
に
よ
っ
て
は

加
害
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な
る
可
能
性
も
あ
り

ま
す
。

　
最
近
は
、
子
ど
も
が
自
転
車

事
故
の
加
害
者
に
な
る
こ
と
が

増
え
て
い
ま
す
。
加
害
者
が
未

成
年
の
場
合
、
損
害
賠
償
を
請

求
さ
れ
る
の
は
保
護
者
で
す
。

ち
ょ
っ
と
し
た
不
注
意
が
、
取

り
返
し
の
つ
か
な
い
こ
と
に
な

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
自
分
の
身
の
安
全
を
守
る
こ

と
を
含
め
、
加
害
者
に
な
ら
な

い
よ
う
に
、
親
子
で
自
転
車
の

安
全
運
転
に
つ
い
て
、
話
し
合

う
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
今
回
の
改
正
は
、
危
険
な
運

転
の
取
り
締
ま
り
を
強
化
す
る

こ
と
が
、
本
来
の
目
的
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

　
自
転
車
は
手
軽
で
便
利
な
乗

り
物
で
す
が
、
ル
ー
ル
を
守
ら

な
い
と
、
自
分
が
け
が
を
す
る

だ
け
で
な
く
、
他
の
人
を
傷
つ

け
て
し
ま
う「
危
険
な
乗
り
物
」

に
な
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

　
事
故
の
被
害
者
に
も
加
害
者

に
も
な
ら
な
い
よ
う
、
み
ん
な

が
思
い
や
り
を
持
っ
た
運
転
を

心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

都
みやこ

田
だ

 拓
たく

海
み

くん
高梁中３年

　
自
転
車
で
通
学
中
に
歩
行
者

に
ぶ
つ
か
り
そ
う
に
な
っ
て
、

ヒ
ヤ
ッ
と
し
た
こ
と
が
あ
り
、

気
を
付
け
て
運
転
し
よ
う
と
思

い
ま
し
た
。

　
自
転
車
で
交
通
違
反
を
２
回

以
上
す
る
と
、
講
習
を
受
け
な

い
と
い
け
な
い
の
は
、
知
っ
て

い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
ル
ー
ル

を
き
ち
ん
と
守
り
、
安
全
運
転

で
自
転
車
に
乗
り
た
い
と
思
い

ま
す
。

黒
くろ

川
かわ

 佳
か

津
づ

さん
高梁中３年

　
通
学
で
通
る
道
は
、
狭
く
て

曲
が
り
く
ね
っ
て
い
る
の
で
、

カ
ー
ブ
ミ
ラ
ー
を
見
な
が
ら
、

慎
重
に
乗
っ
て
い
ま
す
。

　
ニ
ュ
ー
ス
で
自
転
車
の
事
故

が
多
い
と
聞
き
ま
し
た
。
い
つ

自
分
も
事
故
に
遭
う
か
分
か
り

ま
せ
ん
。
自
転
車
も
歩
行
者
か

ら
見
る
と
、
危
険
な
乗
り
物
だ

と
思
い
ま
す
。
安
全
運
転
に
つ

い
て
、
家
族
と
話
し
合
っ
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。

事
故
が
な
い
こ
と
を
願
っ
て

事故に合わないように
いつも安全運転で

事故のないように
ルールを守って運転を

万一のために保険に加入を！

傘を差しながらの運転はダメ！

　上記のように自転車による交通事故で

も、自転車の運転者に多額の損害賠償責

任が生じる恐れがあります。

　自転車の点検整備（有料）を受

けることで、傷害保険と賠償責

任保険が付く保険があります。

万一に備え、加入しましょう。
TS マーク

イヤホン ケータイ


